
   印西市空き地の雑草等の除去に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空き地に繁茂し、放置されている雑草等を除去すること

により、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（1） 空き地  宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、現に所有者

等が使用していない土地をいう。ただし、農地法（昭和２７年法律第２

２９号）第２条第１項の農地、空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成２６年法律第１２７号）第２条第１項の空家等及び国又は地方公共団

体が所有し、又は管理するものは除く。 

（2） 雑草等   青草、枯れ草及びこれらに類するものをいう。 

（3） 所有者等   所有者又は管理者をいう。 

（4)  管理不良状態   雑草等が繁茂し、又は放置されることにより、周囲の

生活環境を損なう状態をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 空き地の所有者等は、当該空き地が管理不良状態にならないよう適

正に管理しなければならない。 

（所有者等の調査） 

第４条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、所有者等の情報そ

の他必要な事項について調査をすることができる。 

（指導又は助言） 

第５条 市長は、空き地が管理不良状態のおそれがあると認めるときは、当

該空き地の所有者等に対し、雑草等の除去に必要な措置をとるよう指導又は

助言をすることができる。 

（勧告） 

第６条 市長は、前条の規定により指導を受けた空き地の所有者等が、当該

空き地の雑草等の除去を行わず、管理不良状態であると認めるときは、当該



所有者等に対し、期限を定めて雑草等の除去に必要な措置をとるよう勧告す

ることができる。 

（命令） 

第７条 市長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が正当な理由がな

くこれに従わず、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると

認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて雑草等の除去に必要な措

置をとるよう命ずることができる。ただし、緊急を要する場合には、第５条

及び前条の手続を省略することができる。 

 （代執行） 

第８条 市長は、前条の規定により命令を受けた所有者等がこれに従わない

ときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、

自ら当該所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ

ることができる。この場合においては、その費用を当該所有者等から徴収す

ることができる。 

（立入調査） 

第９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に当該空き地

に立ち入り、調査をさせることができる。 

２ 前項の土地の所有者等は、同項の規定による立入りを拒み、又は妨げて

はならない。 

３ 第１項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携 

帯し、土地の所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならな 

い。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附  則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  


